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善
人
植
は
重
も
苦
る
し
い
併
し
能
く
判
る
日
本
語
で
話

し
高
し
π
○
　
「
伊
藤
前
溝
上
が
朝
鮮
人
の
嘗
め
に
恰
爾
賓

で
非
業
の
惨
死
を
途
げ
ら
れ
、
偏
れ
に
次
い
で
一
逡
會
が

合
邦
論
を
唱
へ
出
し
π
こ
い
ふ
事
情
な
ご
を
思
ひ
合
せ
る

ご
、
今
日
何
等
か
の
一
大
傭
鍵
革
が
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
白
H

分
等
は
諒
解
し
て
居
る
の
で
、
私
は
首
相
李
完
用
に
逢
っ

て
去
就
を
決
す
る
や
う
に
妬
め
セ
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は

李
平
面
に
斯
う
言
つ
セ
。
『
二
千
萬
の
朝
鮮
人
ご
外
れ
て
了

ふ
か
、
將
陀
六
千
萬
の
疑
本
人
ご
業
に
進
ん
で
行
く
か
、

此
二
つ
よ
り
外
に
撹
は
無
い
、
若
し
首
相
に
し
て
ご
う
し

第
四
巻
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
嘉
情

て
も
時
局
解
決
の
任
に
堪
へ
ぬ
ご
云
ふ
な
ら
ば
是
非
が
な

い
。
嚢
に
韓
國
を
去
っ
て
身
を
全
う
し
π
李
學
均
の
や
う

に
、
四
韓
法
官
の
屑
か
ぬ
庭
の
上
海
に
で
も
隠
遁
す
る
外

は
あ
る
ま
い
。
ざ
ち
ら
の
滋
を
採
ら
る
、
か
』
ε
高
い
把

庭
が
、
李
婦
長
は
『
去
年
の
暮
に
受
け
だ
創
が
未
だ
充
分

に
憐
復
し
な
い
か
ら
、
閑
地
に
就
い
て
静
養
し
π
い
ご
思

ふ
の
で
、
内
部
大
臣
の
朴
齊
純
に
首
相
の
職
を
譲
ら
う
ξ

し
詑
が
、
引
受
け
て
奥
れ
な
い
。
そ
こ
で
農
商
工
部
大
臣

の
趙
重
懸
に
頼
ん
で
見
π
け
れ
ざ
も
、
是
は
首
相
の
器
に

非
す
ご
云
っ
て
承
知
せ
鍛
Q
そ
れ
で
は
自
分
が
去
っ
て
了

第
二
號
　
　
　
凶
〇
七
　
（
二
七
五
）
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へ
ば
内
閤
は
兀
解
す
る
外
は
無
い
。
さ
う
な
る
ご
、
誰
が

後
を
研
ぐ
事
が
出
來
や
う
か
、
既
に
現
内
閣
は
七
兇
だ
こ

か
鼠
賊
だ
こ
か
呼
ば
れ
柁
程
の
親
日
派
で
あ
っ
た
が
、
今

此
の
内
閣
が
薫
れ
る
こ
な
る
ご
、
現
内
閣
以
上
の
親
日
派

を
以
て
内
閤
を
組
織
す
る
事
が
果
し
て
出
來
や
う
か
ご
う

か
心
配
を
し
て
居
る
』
ご
答
へ
ら
れ
た
」
こ
、
で
断
っ
て

澱
く
が
此
の
去
年
受
け
だ
創
ご
言
っ
た
の
は
、
前
年
の
十

二
月
号
京
城
の
臼
耳
嚢
総
領
事
が
主
催
で
、
同
勢
皇
帝
の

追
悼
會
を
普
い
陀
時
に
、
内
外
の
重
立
っ
元
る
人
々
が
整

合
し
た
の
で
あ
る
が
、
李
男
用
が
式
後
に
佛
蘭
西
敷
會
を

出
や
う
こ
す
る
ご
、
朝
鮮
人
の
兇
漢
が
現
は
れ
て
、
ヒ
首

を
揮
っ
て
、
李
完
用
を
二
刀
程
刺
し
た
。
其
の
｝
つ
は
背

部
か
ら
肺
に
通
っ
て
創
口
か
ら
息
が
漏
れ
た
ほ
ご
の
重
傷

で
あ
っ
π
が
、
當
時
幸
ひ
に
佐
藤
進
博
士
が
大
韓
病
院
長

を
し
て
居
ら
れ
仁
の
で
、
其
の
手
當
に
依
っ
て
生
命
を
取

留
め
π
の
で
あ
る
Q
そ
れ
か
ら
八
箇
月
も
輕
っ
て
か
ら
、

此
の
時
分
で
は
殆
ん
ざ
恢
復
し
把
の
で
あ
る
が
、
此
の
兇

第
二
麗
伽
　
　
一
〇
八
　
（
二
七
五
）

漢
は
李
立
明
ご
云
ふ
者
で
Q
李
完
用
を
刺
し
だ
後
に
英
語
，

を
以
て
「
我
は
國
の
爲
に
死
す
る
者
也
」
ご
叫
ん
だ
位
の

政
治
狂
で
、
裁
判
所
に
於
て
親
H
派
大
臣
は
費
…
國
奴
で
む

る
ご
云
ふ
考
へ
か
ら
此
の
兇
行
を
敢
て
し
π
の
だ
こ
陳
述

し
て
み
る
。
李
下
用
か
ら
見
れ
ば
所
信
を
遽
渇
し
た
の
を

責
國
奴
ご
云
は
れ
て
は
如
何
に
も
残
念
で
、
肉
膿
的
ば
か

ゲ
で
無
く
、
精
…
紳
的
に
ま
で
も
打
撃
を
受
け
沈
繹
で
あ
る

さ
れ
ば
我
々
の
心
配
し
て
居
だ
は
、
其
の
殆
ん
ざ
全
快
し

把
健
康
如
何
ご
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
此
の
大
問
題
を
如
何
に

彼
が
見
て
居
つ
陀
か
ご
云
ふ
事
で
あ
る
。
若
し
併
合
の
問

題
を
持
出
し
允
時
長
韓
國
首
相
か
ら
絶
甥
的
に
癒
じ
ら

れ
な
い
ご
云
ひ
出
さ
れ
て
は
、
忽
ち
華
語
に
窮
す
る
こ
ご

に
な
る
か
ら
、
談
判
の
口
を
開
く
に
は
、
必
ず
圓
満
の
解

決
を
挙
げ
る
ご
云
ふ
見
込
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
Q
さ
れ
ば

豊
津
植
の
言
ひ
果
し
π
事
は
此
方
か
ら
見
て
も
誠
に
重
要

な
先
決
問
題
ご
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
是
は
誠
に
好
い
問
題
を
持
ち
出
し
て
來
幻
。

、



此
の
問
題
を
攻
究
す
る
ご
良
然
に
李
混
用
の
意
向
も
明
か
面
捌
け
を
取
り
繕
ふ
や
う
な
卑
怯
な
手
段
は
漸
じ
τ
取
ら

に
な
り
は
せ
沁
か
ご
考
へ
把
の
で
私
は
斯
う
答
へ
な
　
ぬ
が
併
し
現
内
閣
が
ざ
う
し
て
も
併
合
談
判
の
局
に
當
る

「
細
目
の
事
は
承
知
し
て
居
ら
ぬ
け
れ
ご
も
、
併
合
ご
云
事
が
出
來
ぬ
こ
す
れ
ば
仕
方
が
な
い
、
更
に
他
に
内
閣
を

ふ
一
事
は
確
定
し
て
動
か
ぬ
ご
云
ふ
事
丈
け
は
言
明
す
る
作
る
や
う
な
姑
息
の
手
段
を
執
る
代
り
に
、
統
盈
は
何
時

事
が
堰
叢
る
○
自
分
の
諒
解
す
る
庭
で
は
、
飽
く
迄
も
現
に
て
も
直
接
國
王
に
謁
見
し
て
國
事
を
議
す
る
を
得
ご
云

内
閣
を
し
て
興
言
の
大
功
を
立
て
さ
し
て
、
所
謂
有
絡
の
　
ふ
語
群
を
持
っ
て
居
ら
れ
る
か
ら
、
．
國
王
ご
直
接
談
判
を

美
を
濟
さ
し
め
た
い
ご
云
ふ
考
へ
を
統
監
が
持
っ
て
居
ら
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
○
是
は
憲
法
の
制
定
な
き
韓
國
で

る
～
に
相
違
な
く
、
世
聞
の
噂
の
如
く
朱
乗
酸
内
閣
を
作
は
必
ず
し
も
内
閣
を
介
さ
な
け
れ
ば
條
約
を
結
ば
れ
ぬ
ご

る
な
ざ
云
ふ
事
は
夢
に
も
思
っ
て
居
ら
れ
譲
慮
で
あ
る
。
■
云
ふ
理
由
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
現
内
閣
の
方
か
ら

既
に
合
意
的
驚
愕
を
以
っ
て
併
合
を
協
定
す
る
考
へ
で
あ
云
へ
ば
、
か
う
な
る
ご
内
閣
員
は
國
家
の
大
事
を
捨
て
、

る
以
上
、
飽
く
迄
も
現
在
の
内
閣
を
相
手
に
す
る
の
が
講
親
の
責
任
を
避
け
て
軍
に
自
己
の
安
全
を
圏
つ
た
事
に
な

當
で
あ
ら
う
○
世
問
か
ら
軍
に
日
本
の
酒
興
に
過
ぎ
ぬ
者
っ
て
、
日
本
か
ら
は
不
義
の
人
δ
見
ら
れ
、
子
爵
か
ら
は

こ
認
め
ら
れ
て
居
る
累
乗
酸
内
閣
を
作
る
ご
云
ふ
事
に
な
不
忠
の
汚
名
を
蒙
り
、
天
地
の
聞
に
身
を
澱
く
庭
も
無
い

れ
ば
、
そ
れ
は
所
謂
自
警
自
讃
、
俗
に
手
盛
を
食
は
せ
る
や
う
に
な
り
は
せ
ぬ
か
。
．
李
需
用
の
賢
朋
で
あ
っ
て
、
斯

ぐ
」
．
云
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
、
合
意
的
の
國
際
協
定
を
や
る
ご
か
る
明
白
な
る
事
理
の
解
ら
ぬ
事
も
無
か
ら
う
三
思
は
れ

云
ふ
意
味
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
○
我
々
は
兎
に
角
に
古
る
が
、
共
こ
も
貴
下
の
言
は
れ
・
る
や
う
に
、
結
局
上
海
に

和
魂
を
持
っ
て
居
る
者
で
あ
る
以
上
、
そ
ん
な
市
警
な
表
で
も
隠
遁
す
る
ご
云
ふ
下
心
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
」
李
人

　
．
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植
は
稽
安
堵
の
癖
色
で
答
へ
て
臼
ふ
の
に
、
「
若
し
寺
内

統
監
が
現
内
閣
を
信
任
し
て
下
さ
る
こ
の
事
で
あ
れ
ば
李

完
用
は
妄
り
に
責
任
を
避
け
る
事
は
封
じ
て
無
い
の
で
あ

り
ま
す
。
唯
・
々
當
面
の
問
題
は
其
の
談
判
の
條
件
の
性
質

動
何
ご
い
ふ
事
に
蹄
駕
す
る
の
で
あ
る
ご
自
分
は
考
へ

る
。
李
首
相
の
最
も
痛
心
せ
ら
れ
る
慮
は
第
一
に
王
室
の

待
遇
で
あ
b
、
第
二
に
は
新
傷
國
民
か
ら
如
何
な
る
怨
を

受
け
如
何
な
る
危
難
に
遭
ふ
か
料
も
知
る
可
ら
ざ
る
當
局

大
臣
の
残
置
で
あ
り
ま
す
○
差
睡
り
最
も
園
難
に
戴
ぜ
ら

れ
る
の
は
何
等
の
過
も
な
き
國
王
に
退
位
を
難
解
め
申
す
・

ご
云
ふ
事
で
あ
尉
。
此
の
数
千
年
摩
の
字
画
を
一
時
蕉
断

絶
す
る
事
は
書
ふ
に
忍
び
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」

　
是
は
如
何
に
も
尤
も
な
質
闇
ε
私
は
思
つ
だ
○
結
局
現

内
閣
が
此
の
談
判
の
衝
に
當
る
か
當
ら
謁
か
ご
云
ふ
決
心

を
定
む
る
に
は
先
づ
…
以
て
併
合
條
件
の
大
野
が
ざ
う
で
あ

る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叢
で
私
は
先
づ
＝
場
の
書
生

論
を
唱
へ
π
、
是
は
自
分
の
宿
論
で
、
今
術
斯
う
云
ふ
考

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
階
　
　

【
一
〇
　
（
二
七
八
）

へ
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
お
か
ら
、
當
時
遽
慮
も
な
く
李

人
植
に
述
べ
托
の
で
あ
る
が
η
数
千
年
の
耐
鰻
ご
云
ふ
事

を
言
は
れ
る
け
れ
ざ
も
、
其
は
日
本
の
や
う
な
開
開
以
來

輝
輝
一
系
の
皇
統
を
戴
く
國
の
事
で
、
韓
國
の
如
き
易
姓

革
命
の
頻
繁
で
あ
っ
槌
國
柄
で
は
、
数
干
年
の
魁
慶
な
ご

ご
云
ふ
事
は
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
○
其
か
ら
併
合
ご
云

ふ
事
は
名
に
於
て
こ
そ
今
日
ま
で
は
無
か
つ
π
が
、
事
實

に
於
て
の
併
合
ぼ
幾
度
も
め
つ
π
○
是
迄
の
は
併
合
蓬
い

ふ
よ
り
も
寧
ろ
征
服
で
あ
っ
π
。
例
へ
ば
朝
鮮
の
中
世
か

ら
見
て
も
、
新
羅
め
金
氏
は
三
十
八
代
で
『
暦
数
既
に
窮

ま
れ
り
、
復
た
幕
業
を
望
む
な
し
、
願
は
く
は
臣
禮
を
以

て
相
見
ね
ん
』
ご
言
っ
て
、
高
麗
の
王
氏
に
降
っ
π
の
で

あ
る
。
言
を
換
へ
て
膏
口
へ
ば
、
新
羅
は
古
胞
麗
に
征
…
服
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
高
麗
の
王
民
は
五
百
年
を
纏
醜
し
た
後
に

零
下
を
李
氏
に
糞
は
れ
だ
。
即
ち
李
成
桂
ご
云
ふ
人
が
臣
e

下
で
あ
り
な
が
ら
、
時
の
高
麗
王
を
以
て
晧
即
事
に
耐
㌍

組
ざ
解
し
て
、
己
れ
の
主
星
を
逐
ひ
携
っ
て
演
ら
王
位
に



即
い
犯
○
織
れ
が
即
ち
現
皇
帝
の
先
租
で
あ
る
。
即
ち
、

現
皇
帝
は
石
下
こ
し
て
國
王
の
位
を
奪
つ
だ
李
成
桂
の
後

育
で
あ
っ
て
、
高
麗
朝
の
功
臣
の
子
孫
ご
樗
す
る
趙
重
態

な
ご
か
ら
見
る
ご
李
朝
は
寧
ろ
其
の
敵
で
め
る
。
叉
新
羅

を
滅
し
た
高
麗
朝
は
新
羅
め
薔
民
か
ら
見
る
ご
、
是
れ
亦

怨
敵
ご
言
ふ
書
き
者
で
あ
る
。
現
に
今
代
の
李
朝
に
な
っ

て
か
ら
で
も
、
支
那
に
征
服
せ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
朋
朝

清
朝
の
封
冊
を
受
け
て
僅
か
に
朝
鮮
王
殿
下
ご
言
は
れ
把

も
の
で
、
詰
り
明
清
の
厨
國
こ
な
つ
槌
の
で
あ
る
○
そ
れ

を
甲
午
の
戦
乱
の
後
に
、
B
本
が
支
那
か
ら
韓
國
を
救
助

し
て
か
ら
、
漸
く
濁
．
立
の
地
位
に
上
り
、
大
韓
國
こ
な
っ

た
に
過
ぎ
な
い
Q
・
其
れ
故
に
今
併
合
ご
言
つ
鵜
匠
が
決
し

て
稀
有
の
珍
事
で
は
な
い
○
殊
に
鴬
舌
の
愛
馬
の
如
く
勝

者
が
敗
者
を
虐
待
す
る
ご
云
ふ
や
う
な
事
は
無
く
、
齢
叉
近

世
に
於
け
る
言
置
が
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
を
併
合
し
言
置
が
布

畦
を
併
合
し
π
時
の
や
う
に
、
被
併
合
國
を
劣
等
な
る
地

位
に
遣
く
ご
云
ふ
の
で
も
無
い
か
ら
、
第
一
の
問
題
に
つ
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・
い
て
も
今
後
韓
國
皇
帝
は
彼
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
王
或
は
布
畦

王
の
如
く
に
庶
民
に
降
し
て
了
ふ
や
う
な
事
ば
せ
す
し
て

今
日
ご
少
し
も
墾
ら
ざ
る
歳
費
を
給
せ
ら
れ
、
皇
族
の
待

遇
を
賜
は
る
ご
云
ふ
我
が
天
皇
陛
下
の
優
渥
な
る
思
侶
を

承
っ
て
居
る
Q
故
に
以
前
断
岸
で
あ
っ
π
行
合
か
ら
見
れ

ば
、
一
層
優
良
な
る
地
位
に
就
か
れ
て
、
宮
中
紛
擾
の
中

心
に
古
き
込
ま
れ
る
憂
も
無
く
、
極
め
て
安
全
な
る
生
活

に
移
ら
れ
る
謬
で
あ
る
。
次
に
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は

併
合
の
衝
に
當
つ
た
内
閣
大
臣
等
に
は
悉
く
榮
欝
を
授
け

ら
れ
、
又
之
を
維
持
す
る
に
十
分
な
る
恩
賜
金
を
も
賜
は

る
こ
の
事
で
あ
る
。
故
に
併
合
は
日
本
の
爲
ば
か
り
で
無

く
韓
國
．
の
蘭
幸
心
で
あ
る
、
之
に
由
っ
て
韓
國
は
日
本
の
脇

國
に
な
る
の
で
な
く
墨
．
一
躍
世
界
の
大
國
た
る
日
本
帝
國

の
一
部
こ
な
る
の
で
あ
る
○
此
腱
が
從
來
の
朝
鮮
に
於
け

る
干
鳥
或
は
外
面
に
於
け
る
併
合
な
ご
》
は
全
然
趣
を
異

に
し
て
居
る
断
で
あ
る
」
私
ば
樹
ほ
之
に
附
加
へ
て
李
人

植
の
注
意
を
促
し
把
の
は
、
前
段
の
易
姓
革
命
の
事
柄
は

　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
一
二
（
二
七
九
）



り

　
　
　
第
四
巻
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
事
情

歩
く
も
朝
鮮
の
歴
史
を
知
る
程
の
人
は
容
易
に
諒
解
し
得

る
慮
で
あ
っ
て
、
．
李
入
植
の
思
置
篤
學
者
に
甥
し
て
、
期

か
る
設
朋
を
試
み
る
迄
も
な
い
、
是
は
臼
玉
の
一
家
言
こ

し
て
無
傷
慮
に
告
白
し
欝
欝
で
あ
る
。
併
し
後
段
ゆ
韓
國

王
室
及
び
大
臣
等
の
取
扱
に
關
す
る
事
柄
は
既
に
確
定
し

把
こ
ご
で
あ
っ
だ
か
ら
、
先
づ
大
腸
是
等
の
趣
旨
に
依
っ

て
併
合
を
測
量
せ
ら
れ
る
事
ご
諒
解
せ
ら
れ
托
い
ご
云
ふ

事
を
遍
べ
π
の
で
あ
る
。

　
忍
人
植
は
絡
始
非
常
な
る
注
意
を
以
て
私
の
談
話
を
傾

聴
し
て
居
だ
が
、
粟
を
聞
き
終
る
ご
斯
う
言
つ
π
「
此
の

併
合
の
闊
題
τ
付
て
は
貴
君
が
専
ら
局
に
當
っ
て
居
ら
る

、
ご
諒
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
唯
今
御
話
の
御
趣

旨
は
一
携
の
．
閑
談
で
無
く
写
B
本
政
府
の
確
定
意
志
ご
考

へ
ら
れ
ま
す
が
、
果
し
て
斯
う
云
ふ
寛
大
な
趣
旨
を
以
て

．
併
合
を
實
行
せ
ら
る
、
ご
云
ふ
事
で
あ
れ
ば
、
李
首
相
が

痛
心
せ
ら
る
、
程
の
難
問
題
で
は
無
い
か
ら
し
て
、
首
相

は
決
し
て
其
の
責
任
を
回
避
し
て
婚
星
を
去
る
ご
云
ふ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
一
二
　
（
二
八
○
）

う
な
事
は
断
℃
て
無
か
ら
う
ゼ
自
分
は
考
へ
ま
す
○
實
は

合
夕
貴
墨
黒
一
人
の
御
考
へ
を
窺
ふ
徴
り
で
雲
斗
の
で
あ

り
ま
し
把
が
、
僥
倖
に
も
斯
く
三
筆
惹
け
て
御
話
を
承
は

る
事
が
出
來
た
の
は
驚
顔
の
誠
に
本
懐
こ
す
な
慮
で
あ
る

此
串
は
李
首
相
儲
け
に
内
密
に
傳
達
し
た
い
ご
思
ふ
が
差
，

支
あ
り
ま
せ
ぬ
か
」

　
悪
熱
我
々
の
最
も
苦
心
し
π
の
は
如
何
に
し
て
和
氣
講

々
の
裡
に
併
合
條
約
を
締
結
し
得
る
か
ご
云
ふ
事
で
あ
っ

だ
。
貧
弱
の
極
に
隔
り
殆
ご
死
に
瀕
し
て
居
っ
元
韓
國
を

併
合
す
る
事
は
諜
も
造
作
も
無
い
事
で
、
強
露
を
弊
し
た

勢
を
以
て
韓
國
に
臨
ん
だ
我
國
ば
宛
か
も
虎
が
羊
を
搏
つ

や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
併
合
の
遣
り
方
一
つ
で
將

來
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
或
は
薦
こ
も
な
り
叉
は
繭

こ
も
な
ら
う
○
彼
の
大
英
國
の
愛
蘭
に
於
け
る
が
如
く
、

其
初
に
於
て
一
歩
を
誤
つ
π
黒
め
、
数
百
年
の
後
に
至
る

ま
で
敵
意
を
遷
す
ご
云
ふ
事
に
な
っ
て
は
、
寧
ろ
轍
國
を

・
我
が
傾
土
に
作
る
ご
云
ふ
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
Q
從
來



の
各
國
の
併
合
の
例
に
依
っ
て
見
る
ご
大
抵
は
宣
言
を

以
て
實
逸
し
て
居
る
。
最
近
の
例
を
以
て
見
れ
ば
駈
マ
ダ

カ
ズ
カ
ル
で
も
、
布
畦
で
も
、
叉
ボ
ス
ご
や
ヘ
ル
チ

エ
ゴ
ヅ
イ
ナ
で
も
、
皆
一
片
の
宣
言
に
依
っ
て
併
合
せ
ら

れ
、
條
約
に
依
っ
て
協
定
せ
ら
れ
π
の
で
は
無
か
っ
だ
Q

併
し
韓
國
の
併
合
は
是
等
の
先
例
ご
異
っ
て
將
來
樹
等
の

條
件
の
下
に
其
の
野
駈
を
日
本
入
同
檬
に
取
扱
は
む
ご
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
、
こ
う
か
合
意
的
に
穏
便
な
方
法
に
依

り
、
眞
に
同
胞
が
一
家
に
集
つ
π
や
う
な
親
密
な
關
係
を

結
び
度
い
ご
思
っ
た
の
で
あ
る
Q
之
に
反
し
て
意
志
が
疎

隔
し
希
望
が
背
馳
し
て
居
る
に
拘
ら
す
、
強
制
的
に
厘
迫

を
加
へ
忙
の
で
は
、
で
時
の
實
行
は
容
易
で
め
つ
て
も
、

年
配
に
深
い
怨
を
画
し
、
併
合
す
る
國
に
も
併
合
せ
ら
る

、
國
に
も
拭
ふ
可
ら
ざ
る
脳
を
與
へ
る
ご
云
ふ
蕊
7
に
な
る

か
も
知
れ
ぬ
。
其
故
に
能
く
併
合
の
趣
旨
を
韓
廷
に
徹
底

せ
し
め
て
少
し
の
誤
解
も
無
い
や
う
に
し
花
い
ご
云
ふ
の

が
我
々
の
黒
糖
か
ら
希
望
し
π
慮
で
あ
っ
π
。
併
し
統
盈

　
　
　
第
㎎
巻
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
事
情

ご
耳
蝉
首
相
．
し
の
愉
の
正
式
談
判
で
は
、
自
然
露
骨
な
打

明
け
話
も
出
來
な
い
の
で
、
何
等
か
簡
捷
な
力
法
で
大
膿

の
趣
旨
を
先
方
に
通
じ
て
決
心
の
膀
脅
固
め
さ
せ
る
事
が

必
要
で
あ
っ
柁
、
ム
・
李
人
骨
が
來
た
の
は
、
表
面
は
軍
に

知
入
闇
の
訪
問
に
過
ぎ
な
か
つ
だ
の
で
あ
る
Q
け
れ
ざ
も

恐
ら
く
は
李
畳
用
趙
重
慮
等
の
意
志
を
承
け
て
來
た
の
で

あ
ら
う
ご
考
へ
た
の
で
、
私
は
彼
ご
耳
翼
な
き
談
話
を
交

換
し
て
、
先
方
の
糠
子
を
も
探
っ
て
見
π
の
で
め
る
が
、
、

李
翌
翌
の
口
吻
に
依
る
、
し
、
我
國
の
併
口
合
七
種
は
先
方
が

思
っ
て
居
お
よ
り
も
一
層
寛
大
で
あ
っ
た
事
を
諒
解
し
恒

か
の
如
く
に
見
ね
把
○
愚
人
植
は
其
の
蹄
b
掛
に
於
て
も

李
首
相
が
必
ず
喜
ん
で
併
A
ロ
談
判
の
衝
に
異
る
で
あ
ら
う

こ
の
意
味
を
繰
返
し
て
語
つ
ね
Q
私
は
璽
日
蔽
ち
に
寺
内
．

統
監
に
李
人
植
ご
交
換
し
把
談
話
の
詳
細
を
告
げ
て
。
最

早
談
鋼
開
始
の
時
機
が
熟
し
杞
事
を
述
べ
て
弾
い
た
の
で

あ
る
が
、
四
五
日
経
っ
て
か
ら
寺
内
首
相
は
使
を
出
さ
れ

て
李
完
用
を
招
か
れ
柁
。
密
使
は
京
城
の
公
使
館
に
長
べ

第
二
號
　
　
一
＝
二
　
（
二
八
一
）

〆



第
四
病
　
　
雑
　
纂
　
　
韓
國
併
合
凄
情

通
士
官
こ
し
て
在
勤
し
、
統
監
府
に
な
っ
て
か
ら
人
事
局

長
こ
な
っ
て
居
っ
た
國
分
象
太
郎
讃
で
あ
っ
把
。
無
論
此

時
は
統
監
の
使
で
あ
る
か
ら
談
判
の
内
容
に
は
鯛
れ
な
か

っ
把
の
で
あ
る
が
、
唯
々
國
分
一
己
の
考
へ
こ
し
て
「
物

議
を
避
け
る
爲
に
夜
中
統
轄
邸
を
訪
は
れ
て
は
ざ
う
か
、

何
れ
に
し
て
も
都
合
の
了
い
便
宜
の
時
日
に
來
訪
せ
ら
れ

よ
」
こ
の
事
を
傳
へ
た
∩
庭
が
毒
煙
用
は
即
座
に
、
「
其
で
は

翌
日
（
八
月
十
六
日
）
を
以
て
墾
翻
す
る
事
に
致
さ
う
が

夜
中
往
復
を
す
る
事
は
却
っ
て
世
人
の
疑
を
招
く
基
で
あ

る
か
ら
、
寧
ろ
臼
叢
全
然
悶
ふ
事
に
致
路
う
。
鉱
ハ
に
は
幸

ひ
口
本
内
地
に
於
て
例
年
に
無
さ
水
害
が
有
つ
π
ご
云
ふ

事
で
あ
る
か
ら
日
本
政
府
に
統
監
を
通
℃
て
御
見
舞
を
申

上
ぐ
る
ご
云
ふ
事
に
し
て
伺
は
ふ
」
ご
云
ふ
事
を
答
へ
た

實
は
當
時
内
外
の
新
聞
記
者
通
盆
員
等
が
殆
ご
終
日
統
盈

邸
を
國
塾
し
て
、
今
に
も
談
判
が
閥
始
せ
ら
る
、
か
ご
、

鵜
の
〔
鷹
の
眉
で
監
視
し
て
居
っ
た
、
其
の
鑑
幌
を
避
け

る
に
は
夜
中
よ
り
も
臼
叢
を
揮
ん
だ
の
は
、
頗
る
機
宜
」

　
　
　
　
　
　
　
　
鋸
二
號
　
　
一
一
四
　
（
二
八
二
）

適
し
π
遣
b
方
で
あ
っ
た
〇
十
六
目
の
午
前
十
時
に
只
見

ろ
二
頭
立
の
馬
車
を
騙
っ
て
李
完
用
は
趙
重
傷
ご
同
桑
し

て
堂
々
ご
統
監
邸
に
乗
り
着
け
π
○
案
の
如
く
各
新
聞
記

者
、
通
信
員
は
談
判
開
始
ご
見
て
統
鰻
重
に
押
掛
け
て
凍

た
の
で
あ
っ
た
が
、
僅
か
に
三
十
分
も
纒
π
濾
申
に
、
再

び
馬
車
を
駆
っ
て
引
返
し
π
の
で
あ
る
○
そ
こ
で
新
聞
記

者
麺
信
員
等
は
何
事
が
議
題
に
上
つ
元
か
ご
云
ふ
事
に
赫

て
、
、
頻
に
質
問
を
乏
し
に
の
で
あ
っ
元
が
、
我
々
は
之
に

甥
し
て
是
は
軍
に
日
本
の
水
害
見
舞
に
來
π
の
で
あ
る
Q

若
し
も
併
合
談
判
の
豫
備
交
渉
な
ら
ば
臼
叢
公
然
人
の
耳

目
を
胃
し
て
乗
り
込
む
ご
云
ふ
や
う
な
事
、
朝
鮮
で
は
無

い
筈
で
あ
る
か
ら
、
全
然
一
章
の
挨
拶
に
來
た
の
に
過
ぎ

澱
ご
話
し
て
、
心
な
ら
ず
も
彼
等
を
歎
い
弛
の
で
め
る
。

其
後
数
臼
間
何
等
の
現
象
も
見
ね
な
か
っ
た
の
で
、
彼
等

も
談
判
の
開
始
で
は
な
か
つ
π
も
の
こ
諦
め
把
…
愚
子
で
あ

っ
だ
P
李
完
用
が
來
た
時
に
特
に
趙
重
癒
を
閥
麗
し
π
の

は
李
完
用
は
日
本
語
を
解
し
な
い
の
で
、
十
年
間
も
日
本



　
で
勉
強
し
て
殆
ざ
一
4
本
人
同
様
に
言
葉
が
逮
者
で
あ
る
趙

　
重
慮
が
其
の
側
に
居
る
の
は
、
談
話
交
換
の
硬
宜
上
か
ら

　
で
も
あ
っ
た
が
、
爾
ほ
其
の
上
に
日
本
に
劃
し
て
最
も
好

　
意
を
表
し
、
叉
事
理
の
理
解
が
早
か
っ
た
こ
云
ふ
庭
か
ら

　
李
愛
用
は
併
合
談
判
の
綱
委
員
ご
云
ふ
格
で
、
趙
重
懸
ご

　
終
始
相
談
す
る
必
要
が
あ
っ
陀
か
ら
で
も
あ
る
・

　
　
十
六
賢
の
帯
磁
に
寺
内
統
監
は
先
づ
母
艦
が
韓
國
擁
護

　
の
嘗
め
、
既
に
葡
後
二
回
の
大
戦
を
写
し
、
誠
意
を
披
涯

　
し
て
韓
國
扶
植
の
道
を
講
じ
た
け
れ
ざ
も
、
内
外
の
事
情

　
に
悼
み
て
到
底
現
時
の
動
く
複
雑
な
る
制
度
を
以
て
、
施

　
政
改
善
の
自
証
を
達
す
る
見
込
な
き
が
故
に
、
將
來
永
久

　
に
韓
國
王
室
の
安
全
を
保
障
し
、
且
韓
國
官
民
全
般
の
頑

　
利
を
増
蓬
せ
ん
が
爲
に
、
驚
歎
相
合
し
て
一
計
こ
な
り
、
．

　
以
て
政
治
機
關
の
統
一
を
圖
る
の
外
に
道
が
無
い
ご
云
ふ

　
理
由
を
尊
べ
ら
れ
た
後
、
李
首
相
よ
り
他
の
閣
員
等
に
協

　
議
す
る
便
宜
に
資
せ
ん
が
爲
に
、
左
の
併
合
の
趣
旨
及
實

　
行
條
件
を
差
響
し
た
る
畳
書
を
渡
さ
れ
た
O

、
　
　
　
第
四
巻
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
事
情

日
韓
爾
叢
説
青
短
相
接
シ
人
文
相
同
ジ
ク
古
賢
吉
凶
利

害
ヲ
倶
ニ
シ
終
一
一
分
離
ス
ヘ
カ
ラ
ナ
ル
ノ
關
係
ヲ
有
セ

リ
是
レ
帝
営
力
敢
ヲ
前
後
二
回
ノ
大
載
ヲ
賭
シ
数
萬
ノ

生
露
ト
…
幾
億
ノ
欝
欝
ト
ヲ
犠
牲
二
供
シ
以
テ
韓
國
ヲ
擁

－
護
シ
タ
ル
所
以
ナ
ソ
、
爾
…
來
帝
國
政
府
…
ハ
孜
々
ト
シ
’
グ

韓
國
ノ
扶
扱
二
蓋
痙
シ
タ
リ
ト
雛
現
在
ノ
如
キ
複
難
ナ
．

川
制
度
ラ
グ
ハ
到
底
韓
國
皇
室
ノ
安
固
ヲ
恒
久
二
確
保

シ
且
区
民
全
般
ノ
実
利
ヲ
完
全
州
民
誕
ス
ル
能
ハ
ず
ル

凹
型
リ
薙
二
爾
國
相
合
シ
プ
ー
ト
成
り
彼
我
ノ
差
別
ヲ

撤
去
シ
以
タ
韓
國
ノ
統
治
機
關
ヲ
統
一
ス
ル
ヲ
以
・
プ
相

互
ノ
便
盆
ト
認
メ
タ
リ
三
二
日
韓
ノ
併
合
罪
彼
ノ
職
…
爾
・

又
ハ
敵
樹
ノ
結
果
ヨ
リ
生
ス
ル
カ
如
キ
事
態
ト
同
親
ス

ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
寧
ロ
和
氣
照
々
タ
声
聞
二
協
定
ヲ

逮
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
’
プ
緯
背
白
雨
陛
一
F
ハ
眸
爆
連
ノ
心
高
勢
二
鑑

ミ
自
ラ
蓬
ム
タ
共
ノ
統
治
櫃
ヲ
我
　
天
皇
陛
下
二
譲
興

セ
ラ
レ
其
ノ
位
ヲ
去
り
タ
將
家
萬
全
ノ
地
位
二
就
カ
ル

ヘ
ク
術
ホ
現
皇
帝
陳
下
、
太
皇
帝
陛
下
、
皇
太
子
殿
下

、

第
二
號
　
　
一
一
五
　
（
二
八
二
）



　
“
第
四
巻
　
離
纂
マ
韓
國
併
合
事
情

其
ノ
他
各
皇
族
ノ
康
寧
ト
里
民
上
下
ノ
差
響
ト
ヲ
保
障

セ
ム
カ
爲
「
純
一
ノ
條
約
ヲ
締
結
セ
ラ
川
・
コ
ト
ナ
川
ヘ

シ
其
ノ
條
約
中
川
ハ
大
略
（
一
）
現
皇
帝
、
太
皐
帝
爾
陛

下
及
阜
太
子
殿
下
昇
二
其
ノ
后
妃
及
後
衡
ハ
相
當
ナ
ル

全
勝
、
威
嚴
及
翼
壁
ト
之
ヲ
保
持
ス
川
二
充
分
ナ
ル
骸

費
ト
ヲ
受
グ
ラ
ル
・
コ
ト
（
二
）
其
ノ
他
ノ
皇
族
ニ
モ
現

在
以
上
ノ
優
遇
ヲ
賜
ハ
〃
コ
ト
（
三
、
伊
豆
ア
ル
大
業
元

老
共
ノ
他
ノ
韓
人
ニ
ハ
榮
爵
ヲ
授
ク
之
二
相
當
ス
川
澄

賜
金
ヲ
興
フ
ル
コ
ト
へ
四
）
日
本
國
政
府
ハ
全
然
韓
國
ノ

統
治
ヲ
櫓
任
シ
法
規
ヲ
遵
守
ス
川
韓
人
ノ
身
膿
及
財
産

工
劉
シ
充
分
ナ
〃
保
護
ヲ
輿
へ
且
其
ノ
爾
利
ノ
増
…
進
ヲ

翻
ル
コ
ト
（
五
）
誠
實
二
新
鋼
度
ヲ
緯
書
ス
ル
韓
人
の
之

ヲ
朝
鮮
一
腰
ヶ
上
帝
闘
軍
馬
エ
任
用
ス
川
コ
ー
・
等
ヲ
規

慶
ル
セ
ー
フ
〃
ヘ
シ

叢
二
貴
大
臣
ノ
奮
考
二
供
ス
ル
爲
メ
條
約
締
結
ヨ
リ
生

ス
川
〃
結
果
ノ
隔
撒
要
ヲ
述
へ
澱
ク
ヘ
シ
蕊
ん
ツ
現
一
皇
｛
帝
陛
一
下

ハ
統
治
撮
鵬
ヲ
譲
プ
ル
、
ト
同
時
二
大
公
殿
下
ノ
鶯
霧
ヲ

　
　
　
　
　
　
魯

　
　
　
　
　
　
　
第
二
　
一
概
　
　
　
一
　
一
轟
ハ
　
（
二
入
一
二
）

授
ケ
ラ
ル
ヘ
ク
皇
太
子
殿
下
ハ
共
ノ
世
嗣
ト
シ
タ
公
殿

下
ノ
灘
ヲ
賜
ヒ
相
績
ノ
上
ハ
大
公
ト
爲
ラ
レ
子
子
、
孫

孫
帯
μ
襲
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
ー
プ
、
公
家
ハ
・
永
久
二
左
羽
績
ス
川

コ
ト
・
ナ
川
ヘ
シ

太
白
磁
帝
陛
下
・
ハ
現
A
7
ト
羅
｝
退
隈
…
ノ
御
身
ニ
シ
テ
別
．
二
一

家
ヲ
立
テ
ラ
ル
、
思
召
ナ
キ
ハ
勿
論
ナ
レ
｝
モ
特
二
恩

典
ヲ
以
テ
其
ノ
一
代
ハ
現
皇
帝
陛
下
ト
同
シ
ク
大
公
殿

下
ノ
．
奪
繕
ヲ
受
グ
ラ
レ
三
方
ト
モ
目
本
塁
族
タ
ル
禮
遇

ヲ
賜
ハ
ル
ヘ
シ
晶
削
述
ノ
勲
…
灘
…
ハ
現
ム
コ
ヨ
リ
ハ
脇
鞘
々
隆
　
ン

ル
カ
動
シ
ト
難
曲
ヲ
案
ス
ル
ニ
此
ノ
國
歴
代
ノ
王
朝
ハ

終
始
正
朔
ヲ
隣
國
二
奉
シ
近
ク
日
清
公
役
前
後
迄
ハ
王

殿
下
翠
煙
セ
ラ
レ
其
ノ
後
目
本
國
ノ
庇
護
二
依
り
猫
立

ヲ
宣
布
シ
始
メ
プ
皇
帝
陛
下
ト
総
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
過
キ

サ
レ
ハ
今
大
公
殿
下
塾
シ
’
グ
ー
4
本
皇
族
ノ
禮
遇
ヲ
受
ケ

ラ
〃
・
ハ
之
ヲ
層
群
年
前
ノ
地
位
二
号
シ
必
ス
シ
モ
劣

等
ナ
ン
ト
謂
フ
ヘ
カ
酔
ス
ス
ウ
～
ヲ
以
｝
テ
一
陣
百
年
來
ノ
奪
…
巌

ヲ
激
墾
ス
川
モ
ノ
｝
認
ム
川
力
如
キ
ハ
無
稽
ノ
甚
シ
キ



モ
ノ
ナ
リ
殊
二
從
來
現
皇
帝
太
皇
帝
爾
陛
下
及
皇
太
子

殿
下
ノ
受
ケ
居
ラ
〃
・
宮
廷
費
ハ
毫
縫
モ
賊
少
ス
ル
コ

ト
ナ
ク
其
ノ
全
額
ヲ
右
三
方
二
供
給
セ
ラ
μ
ヘ
キ
我

天
阜
陛
下
ノ
聖
旨
ナ
ル
ヲ
以
テ
今
後
ト
雄
現
在
ト
同
襟

二
富
裕
ナ
川
生
計
ヲ
醤
マ
ル
・
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
大
公
ト
シ

テ
ロ
本
皇
族
タ
ル
禮
遇
ヲ
受
グ
ラ
ル
、
二
於
プ
ハ
爾
後

何
等
ノ
警
醒
二
等
7
ノ
患
ナ
ク
シ
テ
永
久
二
安
全
震
音

固
ナ
川
地
位
ヲ
得
ラ
川
ヘ
シ
、
叉
既
二
現
今
ト
同
額
ノ

歳
費
ノ
給
與
ヲ
受
ケ
ラ
ル
・
力
故
二
從
來
ノ
宮
内
府
、

承
稀
府
其
ノ
他
皇
室
附
各
官
ハ
其
ノ
職
名
ニ
ハ
塾
更
ヲ

來
ス
ヘ
キ
モ
依
然
其
ノ
地
位
二
在
ソ
テ
從
前
ト
同
シ
キ

俸
緑
ヲ
受
ク
川
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

義
親
王
以
下
ノ
冬
皇
族
ハ
其
ノ
從
來
ノ
．
格
式
二
慮
シ
公

侯
、
伯
等
ノ
榮
欝
ヲ
授
ケ
ラ
ン
其
ノ
歳
費
ハ
敦
レ
モ
現

在
ノ
定
額
ヨ
リ
モ
壇
加
セ
ラ
ル
・
讐
ナ
レ
ハ
今
H
ヨ
リ

モ
一
層
豊
富
ナ
ル
歳
入
ヲ
我
　
天
皇
陛
下
ヨ
ソ
賜
ハ
ソ

ヲ
充
分
二
其
ノ
温
良
ヲ
維
持
ス
川
ヲ
得
ラ
ル
・
コ
ト
・

　
　
第
四
巻
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
事
情

ナ
ル
ヘ
シ

現
内
閣
大
臣
ニ
シ
テ
’
其
ノ
有
絡
ノ
職
責
ヲ
盤
シ
圓
満
テ

時
局
ノ
解
決
ヲ
並
行
ス
ル
ニ
於
タ
秤
量
二
審
二
擢
ン
プ

・
特
別
ノ
恩
賞
ヲ
賑
パ
リ
榮
欝
ヲ
授
ケ
ラ
レ
タ
ル
上
終

生
幸
編
ナ
川
生
活
ヲ
爲
ス
補
足
・
ル
ヘ
キ
賜
金
ヲ
與
ヘ
ラ

川
・
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
怒
濤
櫃
院
ノ
顧
問
心
任
セ
ラ
レ
將
摩

ノ
施
政
上
諮
胸
ヲ
受
ク
ル
ノ
名
盤
ヲ
櫓
フ
ヲ
得
ヘ
シ
其

他
ノ
現
在
ノ
親
、
勅
、
奏
、
判
任
官
、
元
老
、
前
大
臣

釜
三
欝
シ
’
グ
肥
各
誌
ノ
等
差
二
慮
シ
タ
夫
々
恩
典
ヲ
賜

フ
ヘ
キ
ハ
勿
論
一
般
士
民
革
偏
シ
プ
モ
亦
浅
学
ノ
生
業

ヲ
得
セ
シ
メ
ム
カ
爲
メ
授
産
墓
本
金
ヲ
頒
賜
セ
ラ
ル
ヘ

シ條
約
締
結
ノ
順
序
ト
シ
薬
毒
大
臣
メ
先
ッ
閣
議
ヲ
纒
メ

タ
ル
上
韓
皇
陛
下
二
如
上
ノ
趣
旨
ヲ
言
上
シ
條
約
締
結

ノ
爲
メ
全
灌
委
員
ノ
任
命
ヲ
奏
請
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ハ
言
フ

マ
ク
モ
ナ
シ
、
’
而
シ
テ
貴
犬
臣
ト
本
官
ト
ハ
其
ノ
職
責

上
條
約
締
紹
ノ
大
任
二
當
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
、
抑
々

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
一
七
　
（
二
八
五
）



　
　
　
第
四
谷
　
雑
纂
　
韓
國
併
合
事
情

　
此
ノ
條
約
豊
川
や
U
韓
親
善
ノ
極
致
二
成
リ
其
ノ
進
運

　
二
貢
獄
ス
ル
モ
ノ
ナ
川
重
故
二
才
ノ
局
と
當
慰
者
回
国

　
誇
丹
誠
ヲ
披
潅
シ
和
衷
協
同
以
テ
其
ノ
職
責
ヲ
全
ウ
ス

　
ル
ヲ
要
ス
惟
フ
ニ
韓
皇
陛
下
ハ
天
資
雍
馬
韓
ク
大
局
二

　
胃
腸
庸
ス
ル
ノ
盛
穗
ヲ
且
ハ
ヘ
ラ
レ
叉
沌
黒
大
臣
ヲ
軌
百
・
相
ト
ス

　
川
石
内
閣
ノ
各
員
ハ
動
…
レ
歪
識
度
高
追
啓
時
ノ
略
ア
y

　
必
ス
や
我
　
天
皇
陛
下
ノ
宏
誤
二
信
頼
シ
プ
其
ノ
出
慮

　
ヲ
葱
川
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
キ
ハ
・
本
官
ノ
確
信
シ
テ
疑
ハ
ナ

　
川
、
所
ナ
ジ

曽
算
盤
完
登
は
寺
内
統
盈
の
説
明
を
聞
き
、
且
つ
此
の
畳

書
を
一
讃
し
隠
る
後
ち
大
町
斯
う
答
へ
た
。
「
韓
國
の
現
朕

が
百
事
類
塵
に
親
し
、
自
ら
刷
新
す
る
の
カ
な
き
が
故
に

何
れ
の
幽
に
か
頼
ら
ざ
る
々
得
ざ
る
は
今
吏
ら
申
す
迄
も

無
き
事
で
あ
る
。
而
し
て
韓
國
扶
腋
の
任
に
早
る
可
き
者

は
美
本
を
措
い
て
他
に
無
い
事
は
萬
國
の
齊
し
く
認
む
る

庭
で
あ
る
○
嚢
に
併
合
問
題
が
世
聞
に
喧
．
傳
ゼ
ら
る
、
に

方
っ
て
、
其
の
説
く
．
腱
は
一
十
で
は
無
か
っ
π
の
で
あ
る

第
二
號
　
　
一
一
八
　
（
二
八
六
）

さ
れ
ば
自
分
等
は
果
し
て
如
何
な
る
形
式
に
於
て
併
合
を

巡
行
せ
ら
る
、
こ
ご
で
あ
る
か
、
其
の
大
腱
を
す
ら
瑞
摩

す
る
に
呼
ん
で
居
π
こ
こ
ろ
、
今
日
初
め
て
詳
細
に
其
の

條
件
を
承
知
す
る
事
が
出
來
だ
の
で
あ
る
。
只
今
の
庭
彼

是
自
分
の
意
見
を
認
る
甘
言
で
無
い
、
こ
は
思
は
る
＼
が
、

叢
に
先
づ
差
盛
り
の
希
望
を
一
言
致
し
陀
い
の
は
國
號
及

皇
帝
の
稚
號
に
聾
し
て
少
し
く
櫛
考
慮
を
煩
は
し
π
い
ξ

云
ふ
事
で
あ
る
○
即
ち
國
號
は
依
然
直
紙
の
名
を
存
し
、

皇
帝
に
は
王
の
奪
稀
を
與
へ
ら
れ
弛
い
ご
云
ふ
の
が
今
自

舜
の
心
に
浮
ん
だ
希
望
で
あ
、
る
○
蓋
し
着
電
π
る
や
、
主

簿
な
き
國
家
及
王
室
こ
し
て
は
軍
に
形
式
に
過
ぎ
な
い
の
F

で
あ
る
が
嘱
一
般
人
民
の
二
丁
か
ら
考
へ
る
ご
、
頗
る
重

大
な
る
問
題
ご
思
は
る
、
◎
曾
て
嘉
賓
が
清
國
に
隷
薦
し

π
る
時
代
に
於
て
も
、
省
國
王
の
聡
…
號
を
存
し
紀
る
歴
史

あ
る
が
故
に
、
王
朝
を
興
へ
ら
れ
て
、
典
の
宗
室
の
祭
配

を
永
久
に
存
幽
せ
し
め
ら
る
、
事
に
な
つ
把
な
ら
ば
、
木

心
界
緩
和
す
る
の
一
方
便
こ
も
な
り
、
柳
せ
の
如
く
和
衷



協
同
の
精
憩
に
も
副
ふ
事
で
あ
ら
う
ご
信
ず
る
」

寺
内
統
監
は
之
に
呈
し
て
叉
斯
う
述
べ
ら
れ
た
（
「
韓
國
側

の
事
情
よ
り
の
み
見
る
時
は
、
御
希
望
の
且
々
は
至
極
尤

も
な
る
が
如
く
に
思
へ
る
が
、
併
し
～
般
の
雲
際
關
係
か

ら
考
慮
す
る
ご
、
既
に
併
合
實
行
後
に
王
位
を
存
績
す
る

の
理
由
が
無
い
の
み
な
ら
す
、
之
を
上
文
す
可
き
何
等
の

必
要
を
も
認
む
る
事
は
出
來
な
い
○
殊
に
若
し
之
を
存
績

ず
る
時
は
却
っ
て
将
來
に
魚
蝋
を
話
し
て
李
氏
の
宗
室
を

永
久
に
安
全
な
ら
し
む
る
所
以
で
無
い
か
も
知
れ
な
い
Q

故
に
些
々
た
る
情
實
に
拘
泥
せ
す
、
寧
ろ
断
然
名
簑
の
分

界
を
明
か
に
し
、
將
來
紛
擾
を
醸
す
が
如
き
淵
源
を
杜
絶

す
る
方
が
宜
く
は
無
い
か
、
況
や
世
界
何
れ
の
國
ご
雄
も

＋
工
樺
を
移
せ
な
い
慮
の
者
が
王
位
を
歴
世
、
に
傳
承
す
る
ご

云
ふ
轟
は
例
の
無
い
事
で
あ
る
○
併
し
貴
ト
が
勝
謂
王
羅

ご
云
ふ
も
の
は
或
は
位
に
件
ふ
ご
云
ふ
意
味
で
無
く
し
て

輩
に
名
聡
を
存
す
る
ご
云
ふ
意
昧
で
あ
る
こ
す
れ
ば
、
王
、

ご
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
大
公
ご
逸
す
る
方
が
其
の
曾
嚴
を
維

　
　
　
第
四
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
韓
國
併
、
合
事
情
、

持
す
る
上
に
於
て
最
も
適
単
な
る
事
ご
思
は
る
、
の
で
、

特
に
王
の
名
聡
よ
り
も
曾
き
大
公
の
名
樗
を
我
が
聖
天
子

の
特
旨
に
依
っ
て
與
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」

李
完
用
は
「
若
し
門
外
の
希
望
に
し
て
貴
國
政
府
の
容
ら

る
、
庭
こ
な
ら
な
い
こ
す
れ
ば
，
徒
ら
に
其
の
主
張
を
固

守
し
た
こ
て
も
何
の
効
果
な
き
の
み
な
ら
す
、
或
は
安
協

の
精
算
に
副
は
澱
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
自
分
の
立
蕩
こ
し

て
は
現
皇
帝
の
奪
稚
を
大
公
こ
せ
ら
る
、
事
に
幽
し
て
は

此
面
に
於
て
直
ち
に
御
請
す
る
ご
云
ふ
事
は
困
難
で
め
る

退
出
後
篤
ご
熟
考
し
た
上
で
、
更
に
何
分
の
御
答
を
致
す

事
に
す
る
」
　
一

　
寺
内
統
監
は
其
意
を
諒
こ
し
、
更
に
窮
追
塵
外
の
別
案

こ
し
て
、
地
方
の
人
民
に
樹
す
る
授
産
金
分
配
並
に
一
般

の
激
育
授
産
備
荒
等
の
基
金
分
配
の
方
法
論
を
説
回
せ
ら

れ
た
。

李
首
相
は
絡
に
臨
ん
で
「
王
総
の
問
題
は
自
分
に
於
て
承

・
諾
す
る
を
難
し
ご
す
る
の
み
な
ら
す
、
閣
員
一
同
も
亦
同

第
二
號
　
　
一
｝
九
（
二
八
七
）



　
　
　
第
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
韓
鰯
併
合
事
情

一
の
戚
想
を
有
す
る
は
勿
論
で
あ
る
ご
信
ず
る
。
之
を
吏

僚
に
協
議
す
る
に
方
っ
て
、
彼
等
を
し
て
強
ひ
て
之
に
同

意
せ
し
め
や
う
．
こ
す
る
時
は
、
或
は
之
を
衆
論
に
訴
へ
や

う
ご
云
ふ
考
へ
か
ら
、
機
密
の
漏
洩
す
る
虞
ざ
あ
る
の
で

能
く
秘
密
を
守
っ
て
自
分
を
誠
意
を
以
て
補
助
す
る
者
は

．
閣
員
中
農
商
工
部
大
臣
趙
重
懸
着
け
で
あ
る
か
ら
、
先
づ

篤
ご
彼
ご
脇
議
し
て
其
の
結
果
は
時
々
趙
重
癒
を
通
じ
て

傳
達
す
る
こ
ε
に
致
し
た
い
。
之
は
度
々
自
分
自
ら
往
復

す
る
ご
き
は
老
入
の
耳
目
を
惹
く
事
に
な
る
の
で
あ
ら
う

ご
思
・
潮
が
故
で
あ
る
L

寺
内
統
盈
．
は
此
の
申
告
を
承
諾
し
、
爾
ほ
念
の
爲
に
注
意

し
て
い
ら
れ
た
に
は
「
此
の
併
合
浮
管
は
養
家
の
統
治
灌

を
授
受
す
る
事
で
め
る
か
ら
頗
る
重
大
な
る
磁
化
で
あ
る

穿
っ
て
正
式
の
談
判
に
移
る
の
順
序
こ
し
て
は
、
皇
帝
よ

b
時
局
解
決
に
必
要
な
る
勅
命
を
降
さ
れ
て
、
興
の
勅
旨

に
基
づ
き
、
條
約
締
結
の
事
に
移
る
べ
き
で
あ
る
○
轟
く

な
れ
ば
首
相
及
閣
員
の
立
瘍
も
頗
る
圃
滑
に
な
る
で
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
二
〇
　
（
二
八
八
）

う
○
是
は
淫
す
迄
も
無
い
事
で
あ
る
が
、
序
じ
を
以
て
注

意
し
て
畏
く
」

以
上
の
内
書
渉
は
僅
か
に
三
十
分
を
要
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。

其
の
H
の
午
後
九
時
に
な
る
ご
農
商
工
部
大
臣
趙
重
慮
が

統
監
邸
を
訪
問
し
て
當
日
交
渉
の
問
題
こ
な
つ
π
國
號
ご

王
聡
の
黙
に
撃
て
斯
う
申
等
し
た
「
本
日
舞
高
し
だ
る
畳

書
を
熟
護
致
し
競
る
庭
、
大
体
に
総
て
異
議
は
無
い
の
で

あ
る
。
併
し
國
號
丈
け
は
是
非
共
保
存
し
て
頂
き
た
い
。

古
來
の
歴
更
に
顧
る
に
尋
者
ま
で
も
失
ふ
ご
云
ふ
事
に
嫁

っ
て
は
、
頗
る
韓
國
上
下
の
威
情
を
害
し
、
或
は
延
い
て

紛
擾
を
來
す
事
が
無
い
こ
も
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
○
又
王
総

に
至
っ
て
は
嚢
に
溝
國
を
隷
慣
し
去
る
時
代
に
用
ひ
た
る

幕
號
を
其
の
儘
踏
襲
せ
ら
れ
だ
ε
云
ふ
希
望
に
遇
ぎ
な
い

大
公
な
る
禰
號
は
世
界
の
例
を
見
れ
ば
誠
に
立
派
な
る
電

総
で
あ
る
か
も
知
れ
槍
が
、
韓
霜
露
來
の
事
情
は
之
ご
趣

を
異
に
し
、
未
だ
曾
て
大
公
な
る
雪
冤
を
用
ひ
た
事
が
無

い
。
ヌ
支
那
に
於
て
大
公
ご
言
へ
ば
寧
ろ
王
よ
り
も
下
位



に
在
る
が
如
く
に
思
は
れ
て
居
つ
詫
○
そ
れ
で
先
決
問
題

ε
し
．
て
國
號
を
存
し
○
王
稽
を
與
へ
ら
れ
る
事
を
希
望
す

る
の
で
あ
る
。
若
し
樋
管
識
に
し
て
双
方
の
意
志
が
一
致

す
る
事
が
断
言
塩
合
に
は
要
協
の
道
が
無
い
ご
云
ふ
事

を
痛
3
5
致
す
次
第
で
あ
る
。
是
は
内
閣
総
理
大
臣
の
命
に

依
っ
て
申
上
げ
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

寺
内
統
盈
は
之
に
樹
し
て
答
へ
て
い
は
れ
る
に
は
「
ム
ー
朝

李
首
相
に
詳
し
く
説
明
し
て
概
い
担
通
り
、
此
等
の
二
項

は
我
が
廟
議
の
決
定
す
る
事
に
係
り
、
自
分
は
軍
に
勅
命

を
奉
じ
て
實
行
の
任
に
腐
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
畳
書
所

載
の
方
注
を
採
る
よ
り
外
に
遣
が
無
い
の
で
あ
る
が
、
韓

紅
の
事
情
に
垂
頸
る
丈
け
適
癒
す
る
華
麗
に
出
で
や
う
ご

云
ふ
事
は
自
分
の
衷
心
か
ら
望
む
慮
で
あ
る
○
先
づ
國
號

の
問
題
で
あ
る
が
、
吉
平
ご
云
ふ
國
號
は
日
清
戦
箏
後
日

本
が
特
に
拗
め
て
名
づ
け
π
る
名
士
で
あ
る
の
み
な
ら
す

日
本
帝
國
内
に
別
に
鳶
頭
ご
云
ふ
國
號
の
存
す
る
ご
云
ふ

事
は
頗
る
姜
當
を
敏
く
、
故
に
寧
ろ
之
を
粟
穂
に
復
し
、

　
　
　
第
四
懸
　
　
雑
　
纂
　
　
韓
國
併
合
事
情

朝
鮮
ご
改
む
る
事
に
し
柁
な
ら
ば
ざ
う
で
あ
ら
う
か
ゆ
其

か
ら
王
ご
云
ふ
事
に
付
て
も
位
に
件
は
ざ
る
名
羅
ご
云
ふ

事
で
あ
れ
ば
、
其
の
王
幕
に
優
る
大
公
ご
聡
し
や
う
ご
云

ふ
我
が
聖
旨
で
め
る
か
ら
大
公
よ
り
鴎
段
低
き
名
羅
で
あ

る
所
の
王
の
名
を
存
す
る
ご
云
ふ
事
に
封
て
は
或
は
貴
意

に
慮
す
る
事
が
出
來
る
か
も
知
れ
ぬ
」

　
趙
農
相
は
之
に
蔑
し
て
若
し
韓
國
を
朝
鮮
こ
し
王
聡
を

保
存
せ
ら
れ
て
朝
鮮
王
ご
羅
せ
ら
れ
る
事
に
な
れ
ば
誠
に

幸
で
あ
る
ご
云
ふ
旨
を
述
べ
把
。
併
し
朝
鮮
王
ご
云
へ
ば

或
は
朝
鮮
統
治
者
の
如
く
誤
解
を
來
す
憂
が
あ
る
の
で
、

更
に
協
議
の
上
に
寺
内
統
監
は
帝
國
政
府
に
稟
議
す
べ
き

案
件
こ
し
て
左
の
逼
り
筆
記
し
て
趙
重
懇
に
示
さ
れ
π
。

　
一
、
韓
國
の
國
號
を
自
今
朝
鮮
ご
澄
む
る
事

　
一
、
皇
帝
を
李
王
殿
下
太
皇
帝
を
太
王
殿
下
及
皇
太
子

　
　
　
を
王
世
子
殿
下
ご
窮
す
る
事

忌
重
慮
は
「
右
に
て
然
る
べ
し
ご
認
む
る
も
、
一
慮
李
首

相
ご
避
難
し
て
確
答
致
す
べ
し
」
ご
言
っ
て
退
均
し
泥
○

第
二
號
　
　
　
一
二
一
　
（
二
八
八
）



　
　
　
第
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
韓
閥
併
合
事
情

墾
十
七
日
午
前
十
時
に
李
首
相
は
使
者
を
統
監
邸
に
寄
越

し
て
趙
重
量
の
齎
し
減
る
懸
案
に
樗
き
偉
ほ
閣
員
ご
協
議

を
逡
ぐ
る
の
必
要
が
あ
る
か
ら
、
之
に
面
す
る
確
讐
を
當

臼
の
午
後
入
時
ま
で
猫
跨
せ
ら
れ
た
い
ご
中
出
で
売
○

　
指
定
の
疇
測
に
な
る
ご
、
李
首
相
は
絡
B
閣
員
ご
協
議

し
π
る
も
未
だ
全
員
の
同
意
を
得
る
糞
で
に
達
し
な
い
。

併
し
國
號
ご
王
欝
に
蝕
し
て
自
分
の
主
張
に
し
て
三
面
政

府
の
容
る
》
虞
こ
な
ら
ば
、
貞
勢
は
責
を
負
う
て
閣
議
を

統
一
す
る
事
に
霊
力
致
さ
う
ざ
考
へ
る
か
ら
、
丁
重
慮
に

示
さ
れ
沈
る
溶
血
を
朝
鮮
ご
改
め
、
叉
皇
帝
を
李
王
殿
下

ご
卸
せ
ら
れ
る
事
に
榔
決
定
あ
ら
ん
事
を
希
望
す
る
旨
を

遍
癒
し
て
來
た
Q
國
號
を
朝
鮮
ご
改
む
る
ご
云
ふ
事
は
實

に
既
に
廟
議
に
於
て
豫
め
内
定
し
把
研
で
あ
る
。
叉
面
談

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
二
二
　
（
二
入
九
）
　
．

皇
帝
が
統
治
樫
を
譲
渡
さ
れ
元
押
に
至
っ
て
、
影
壁
ご
云

ふ
辮
號
を
賜
は
る
こ
し
て
も
も
驚
來
別
段
の
故
障
も
無
き

事
ご
認
め
ら
れ
た
の
で
、
李
急
用
の
希
望
通
告
を
直
ち
に

帝
國
政
府
に
電
報
し
て
、
先
方
の
希
禦
に
癒
趣
ら
る
》
や

う
に
稟
詰
…
せ
ら
れ
た
が
、
翌
十
八
疑
に
至
っ
て
帝
園
政
府

よ
り
此
の
二
件
に
付
て
御
裁
可
を
経
π
こ
の
返
電
が
來
な

か
ら
、
寺
内
統
監
は
李
首
相
を
招
か
れ
て
、
」
既
に
臨
の
両

件
に
付
き
、
嘗
試
に
潤
て
同
意
し
織
る
以
土
は
李
首
相
よ

砺
約
定
し
把
る
が
如
く
、
遙
ん
で
閣
員
の
意
見
を
求
め
、

直
ち
に
條
約
の
締
結
に
着
手
す
る
の
順
序
ご
な
る
旨
を
告

げ
ら
れ
に
所
、
李
首
相
は
喜
ん
で
之
に
同
意
す
る
旨
を
述

べ
陀
の
で
、
先
づ
以
て
條
約
案
を
示
し
て
、
逐
條
詳
細
の

説
朋
を
加
へ
ら
る
、
こ
ご
、
な
つ
沈
Q

考
　
古
　
學

の

栞
　
（
第
六
回
）

交
學
博
士
濱
田
耕
作


